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○港区障害者地域自立支援協議会設置要綱 

平成１７年７月１日 

１７港保障福第３１７号 

（設置） 

第１条 港区における障害者等への支援の体制の整備を図るため、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第８９条の３の

規定に基づき、港区障害者地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１） 障害者に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項に関する

こと。 

（２） 障害者に関する施策の推進について必要な連絡調整に関すること。 

（３） 障害者の相談支援に関すること。 

（４） その他区長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 協議会は、学識経験者、障害者及びその家族並びに障害者の福祉に関する事業に

従事する者、その他区長が必要と認めるもののうちから、区長が委嘱する委員２０人以

内をもって組織する。 

２ 前項の障害者及びその家族の中から委嘱する委員は、区民からの公募によって選定す

る。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。再任する場合においては、連続する

在任期間は６年を越えないものとする。ただし、区長が専門知識活用等のため、特に必

要と認める委員は、この限りでない。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定め、会務を統括する。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に協議会への出席を求め、その意

見を聴くことができる。 
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（協議会の公開） 

第７条 協議会の会議は、原則として公開とする。 

（会議録の調製） 

第８条 会長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。 

（専門部会） 

第９条 検討事項を専門的に調査検討するため、協議会に専門部会を置くことができる。 

（幹事会） 

第１０条 協議会に諮る検討事項を調整するため、協議会に幹事会を置くことができる。 

（庶務） 

第１１条 協議会の庶務は、保健福祉支援部障害者福祉課が担当する。 

（委任） 

第１２条 協議会の運営その他この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１９年１０月１４日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現に改正前の要綱第３条の規定により港区障害者地域自立支援

協議会委員に委嘱されている者に係る第４条の委員の任期については、なお従前の例に

よる。 

付 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

２ この要綱施行の際、現に改正前の要綱第３条の規定により港区障害者地域自立支援協

議会の委員に委嘱されている者に係る第４条の委員の任期については、なお従前の例に

よる。 


